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  志摩市教育委員会 生涯学習スポーツ課 

タ イ ト ル 志摩市内にコウノトリが飛来しました！ 

概 要 

 昨年12月27日頃、志摩市内に国の特別天然記念物に指定されているコウ

ノトリが飛来したとの情報が寄せられました。足環
あ し わ

の色情報から、2018年3

月13日に徳島県鳴門市の電柱の巣で生まれたと推定される個体（J0181：メ

ス・歌
うた

）であることが分かりました。目撃情報をコウノトリの野生復帰に取

り組む「兵庫県立コウノトリの郷公園」に報告しました。 

兵庫県立コウノトリの郷公園からは、「昨年 9月に和歌山県、11月には静

岡県、12月 17日の愛知県内を最後に目撃情報が途絶えていましたが、三重

県で元気にしているとのことで安心しました。」とのこと。 

また、「コウノトリは通常３～４歳で性成熟し、繁殖を始めます。つまり、

この個体に繁殖を望むには早すぎますが、志摩市を選んでしばらく暮らして

いるのはエサとなる生物が生息する環境があるためです。一定の距離を保っ

て観察いただければ、定着する可能性が高まります。ぜひそうなることを願

っています。」とのお話をお伺いしました。パンフレットなどを参照の上、 

あたたかく見守っていただきますようお願いします。 

 

※お願い 

・野生動物ですので、遠くから静かに見守ってあげてください。 

・地域の迷惑となるような行為をしないようにしてください。 

 （田畑の中に入る、通行の妨げとなるような路上駐車を行う…等） 

・エサを与えないでください。また、与えているところを見かけた場合は、 

 やめるようお願いしてください。 

※参照：「コウノトリ飛来時の対応パンフレットあなたのまちにコウノトリが飛来したら、」 

       （発行元：兵庫県立コウノトリの郷公園） 

参 考 Ｈ Ｐ 

 ▶兵庫県立コウノトリの郷公園 

  HP: （http://www.stork.u-hyogo.ac.jp/） 

  Facebbok: （https://www.facebook.com/satokouen/） 

お問合せ先 

志摩市教育委員会事務局 生涯学習スポーツ課 

TEL 0599-44-0339  FAX 0599-44-5263 

e-mail ky-sgakuspo@city.shima.lg.jp 

「甲賀ほのぼの公園（阿児町甲賀1190-1）」近くの田畑で目撃情報（12/27） 

 環境課に情報提供あり現場確認。生涯学習スポーツ課情報共有（1/4） 

三重県教育委員会・社会教育文化財保護課に報告（1/7） 

兵庫県立コウノトリの郷公園に写真と位置情報を報告（1/8） 

 1月中旬まで、日によって場所を変えつつ、上記公園近辺に滞在し、田にいる 

小動物をついばむ姿が確認されています。 
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●コウノトリについて 

コウノトリ目コウノトリ科。日本で繁殖・周年生息する個体群は絶滅し、1953年に

天然記念物、1956年に国の特別天然記念物に指定されました。 

 

▶大きさ：両翼を広げたときの大きさ（翼開長）は200～220cm、立った状態での

高さは100～110cm。体重は4～5kg。形態類似種として、ツルやサギ

があるが、色や大きさ、飛び方から区別することができます。 

▶雌雄の区別：外見上の差異はなく、一般的にオスはメスより大きい。 

▶餌生物：肉食性で、ドジョウ、フナなどの魚類をはじめ、ヘビ、カエル、バッタ 

などの多様な動物を餌とします。 

▶分布：ロシア極東地方や中国東北部等で繁殖し、中国の長江中流域、台湾、韓国、

日本などが主な越冬地です。かつて繁殖していた日本や韓国では、野生復帰

事業が進められています。 

 

●国内外での保護上の位置付け 

・環境省レッドリスト：絶滅危惧ⅠA類（CR） 

（ごく近い将来、野生での絶滅の危険性が極めて高いもの） 

・IUCNレッドリスト Endangered（EN）絶滅危惧IB類 

（Critically Endangered（CR）ほどではないが、近い将来、野生での絶滅の危険性が高いもの） 

・ワシントン条約：附属書Ⅰ 

（絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの） 

 

●コウノトリを保護するための日本の法律 

・文化財保護法（特別天然記念物として、生育調査のための捕獲や電柱に作られた巣 

の除去には現状変更の届出をし、都道府県又は市教委の許可が必要） 

・種の保存法（国内希少野生動植物種に指定されており、生きている個体の捕獲、 

卵や羽根、加工品などの譲渡、輸出入が禁止されている） 

 

▶近縁種：主にヨーロッパに生息するヨーロッパコウノトリ（シュバシコウ）は、嘴

が朱色をしており、大きさはコウノトリよりも少し小さいです。以前は同種別亜種に

分類されていましたが、現在は別種とされています。赤ちゃんを運んでくるという伝

承はコウノトリではなく、ヨーロッパコウノトリについてのものです。 

 

参考：兵庫県立コウノトリの郷公園HP及び 

コウノトリ飛来時の対応パンフレット「あなたのまちにコウノトリが飛来したら、」 

                 （発行元：兵庫県立コウノトリの郷公園） 


